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【要旨】

本研究は、現場予算が厳しくなる中で効率的に道路のり面斜面の防災対策を進めることができるよう、のり面

斜面の点検・調査記録や災害事例などを分析することにより、対策緊急度を判定するための調査項目や判定手法

を提案することを目的としている。平成 26年度は、現在の道路のり面斜面の安全性評価における課題を明らかに

することを目的として、これまでに収集した平成 20～23年度の直轄国道斜面災害 115事例のうち、過去に道路防

災点検が実施された際の安定度調査表を収集できた 44事例について、災害発生状況と安定度調査における評点お

よび総合評価結果の関係について分析を行った。これらの事例の総合評価結果は約 2割が要対策、約 4割がカル

テ対応、残りの約 4割が対策不要とされている。それぞれの総合点（最終評点）はばらつきが大きいが、おおむ

ね要対策が高くて対策不要が低く、カルテ対応は両者の中間となっている。しかしながら、評点のうち要因点を

見ると、カルテ対応ないし対策不要とされた事例であっても必ずしも低くなく、前者で約 8割、後者で約 5割の

箇所が 50点を超える要因点を示していることから、災害要因自体は存在し要因点に反映されている箇所が多いこ

とが明らかとなった。要因点と総合点の差は主に対策工の効果による減点分であるが、これが大きい箇所は対策

工の効果が大きく見積もられており、そのことが総合評価結果にも反映されている箇所が多い。したがって、対

策工の効果の評価方法が課題であるといえる。 
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1．はじめに 
道路ネットワークの信頼性やサービス水準を確保する

上で、防災対策は重要である。国土交通省の「道路の中

期計画（素案）」1)（平成19年11月）においても、全国

の幹線道路のうち落石や土砂崩れ、地すべり、雪崩等の

おそれのある約17,000区間、約50,000kmのうち、公共

施設や病院などを相互に結ぶ生活幹線道路で通行止めに

より生活に大きな影響を与える約 6,000 区間、約

18,000kmに対して集中的に防災・防雪対策を実施すると

されている。これらの区間には道路防災点検による要対

策箇所や事前通行規制区間等も含まれるが、これらの膨

大な箇所は防災面だけでなく老朽化による維持修繕コス

トの問題も生じてきている。現場予算が厳しくなる中で

これらの箇所の対策を効率的に進めるためには、斜面災

害対策が必要な箇所の中でも緊急度の高い箇所から優先

的に対策を行う必要があり、そのための判定手法が必要

である。 

したがって、本研究では、のり面斜面の点検・調査記

録や災害事例などを分析することにより、対策緊急度を

判定するための調査項目や判定手法を提案することを目

的としている。 

平成26年度は、現在の道路のり面斜面の安全性評価に

おける課題を明らかにすることを目的として、これまで

に収集した平成 20～23 年度の直轄国道斜面災害事例の

うち、過去に道路防災点検 2)が実施された際の安定度調

査表を収集できた事例について、災害発生状況と安定度

調査における評点および総合評価結果の関係について分

析を行った。 

2．研究方法 
平成20～23年度の直轄国道斜面災害115事例のうち、

過去に道路防災点検が実施された際の安定度調査表を収

集できたのは44事例である。これら44事例について、

安定度調査における評点および総合評価結果の関係につ

いて整理し、災害発生状況との比較を行った。これらの

事例の災害形態の内訳をそれぞれ図－1 および図－2 に

示す。安定度調査表が収集できた事例の災害形態の内訳

は全115事例の災害形態の内訳と必ずしも一致している
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訳ではなく、安定度調査表が収集できた事例では自然斜

面崩壊、落石、土石流の割合が相対的に高い一方で、路

肩・盛土崩壊や切土のり面崩壊の割合は低くなっている。 
 安定度調査表は主として平成8年度の点検時のものお

よび平成 18～19 年度の点検時のものがあり、一部には

それ以外の年度に臨時に作成されたものがあるが、点検

対象項目（落石・崩壊，岩盤崩壊，地すべり，雪崩，土

石流，盛土，擁壁，橋梁基礎の洗掘に区分）が同じであ

ればどの年度のものも同じ表が用いられている。安定度

調査表の中では、当該箇所の災害要因、対策工の効果、

履歴などを点数化した評点がつけられるとともに、その

評点を参考としながら点検技術者が判断する総合評価

（「要対策」「カルテ対応」「対策不要」の判断）の結果が

記録される。 
評点の整理にあたっては各事例の箇所での最新のもの

を基本とした。これらの安定度調査表の点検対象項目と

図－1 平成20～23年度直轄国道斜面災害の 
災害形態（全115事例）3)4)5)6) 

図－2 平成20～23年度直轄国道斜面災害の 
災害形態（安定度調査表のある44事例） 

図－3 安定度調査の評点のつけ方（文献2）をもとに作成） 
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実際に発生した災害形態を比較して表－1 に示すが、両

者は必ずしも一致していない。また、安定度調査表の評

点のつけ方は点検対象項目によって異なる（図－3）。し

たがって、同じ評点の箇所が必ずしも危険性が全く同じ

であるとは限らないことから、評点は危険性に対する大

まかな目安の程度として認識しておく必要がある。 

 
3．研究結果 
3．1  安定度調査表の評点の全体的傾向 

44事例の安定度調査表における総合評価と総合点（最

終評点）の関係を図－4 に示す。これらの事例の総合評

価結果は約2割が要対策、約4割がカルテ対応、残りの

約4割が対策不要とされている。それぞれの総合点は要

対策が47～100点、カルテ対応が32～71点、対策不要が

0～54 点であり、ばらつきは大きいがおおむね要対策が

高くて対策不要が低く、カルテ対応は両者の中間となっ

ている。 

しかしながら、評点のうち、災害発生に関係が深いと

考えられる要因点を見ると、図－5 に示したように、要

対策が36～86点、カルテ対応が20～91点、対策不要が

29～77点となっている。すなわち、カルテ対応ないし対

策不要とされた事例であっても必ずしも要因点は低くな

く、カルテ対応で約8割、対策不要で約5割の箇所が50

点を超える要因点を示している。このことは、対策不要

とされていても災害要因自体は存在し要因点に反映され

ている箇所が多いことを示しているといえる。 

3．2  災害形態別の安定度調査表の評点の傾向 

(1)切土のり面崩壊 

切土のり面崩壊9事例の安定度調査表における評点を

図－6に示す。これらのうち 8事例は「落石・崩壊」の

表－1 災害形態と安定度調査表の対象種別の比較 

図－4 平成20～23年度直轄国道斜面災害における 
安定度調査総合点と評価結果の関係（44事例） 

図－5 平成20～23年度直轄国道斜面災害における 
安定度調査要因点と評価結果の関係（44事例） 

土石流および盛土については対策工効果を考慮後に
換算した点数を表示、擁壁については擁壁周辺条件
要因点と擁壁本体要因点を加算した点数を表示 

 

図－6 切土のり面崩壊における安定度調査評点と 
評価結果の関係（9事例） 
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安定度調査表が用いられているが、残り1事例は「地す

べり」の安定度調査表が用いられている。 

これらの要因点と総合点を比較すると、9事例のうち4

事例は両者が同一であるが、3 事例は要因点に対して総

合点が低く、2 事例は要因点に対して総合点が高くなっ

ている。要因点に対して総合点が低いものは対策工の効

果を見込んだものであり、要因点と総合点が同一のもの

は対策工の効果が低い（対策がないまたはあまり期待で

きない）と評価されたものである。一方、要因点に対し

て総合点が高くなっているものは履歴が評価されたもの

である。 

 図－6 ①の事例（「落石・崩壊」の安定度調査表を使用）

では、調査表の様式に従って切土のり面の部分と隣接す

る自然斜面の部分をそれぞれ評価しており、切土のり面

部分では要因点57点に対し対策工効果を×0点（十分に

予防または防護している）として総合点0点、自然斜面

の部分では要因点60点に対して対策工効果を－20点（か

なり予防または防護している）として総合点40点として

おり、結果的に対策不要とされた。既往対策工はのり枠

であり、のり枠部分の崩壊に対しては予防効果を有する

が、実際の災害形態はのり枠から外れた上方の切土部と

自然斜面の境界付近で発生して道路に流出している（写

真－1）ことから、対策工効果の評価に課題が残る。 

図－6 ②の事例（「落石・崩壊」の安定度調査表を使用）

では、要因点が36点、対策工効果が±0点（対策がなさ

れていないまたは効果があまり期待できない）であるの

に対して、既往の複数の変状履歴による履歴点70点を総

合点（要因点と比較して大きい方）とし、結果的に要対

策とされた。実際の災害（写真－2）も既往の変状履歴と

同様の形態で発生しており、履歴による評価の妥当性が

示されたといえる。 

(2)自然斜面崩壊 

自然斜面崩壊 18 事例の安定度調査表における評点を

図－7に示す。これらのうち17事例は「落石・崩壊」の

安定度調査表が用いられているが、残り1事例は「岩盤

崩壊」の安定度調査表が用いられている。 

これらの要因点と総合点を比較すると、18事例のうち

3事例は両者が同一であるが、残り15事例は要因点に対

して総合点が低くなっている。切土のり面崩壊の事例と

同様に、要因点に対して総合点が低いものは対策工の効

果を見込んだものであり、要因点と総合点が同一のもの

は対策工の効果が低い（対策がないまたはあまり期待で

きない）と評価されたものである。 

図－7 ①の事例（「落石・崩壊」の安定度調査表を使用）

では、要因点 57点に対し対策工効果を－20点（かなり

予防または防護している）として総合点37点としており、

結果的に対策不要とされた。既往対策工は待ち受け擁壁

及び落石防護柵である。崩壊は隣接して2回発生してお

り、最初の崩壊では対策工が崩壊土砂を捕捉して道路へ

の流出を防止した（写真－3）が、約1年後に発生した2

回目の崩壊では落石防護柵が倒壊して崩壊土砂が道路に

到達した（写真－4）ことから、対策工効果の評価に課題

が残る。 

図－7 ②の事例（「落石・崩壊」の安定度調査表を使用）

では、要因点 54点に対し対策工効果を－20点（かなり

写真－1 切土のり面崩壊事例（図－6 ①の事例） 

写真－2 切土のり面崩壊事例（図－6 ②の事例） 

図－7 自然斜面崩壊における安定度調査評点と 
評価結果の関係（18事例） 
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予防または防護している）として総合点34点としており、

結果的に対策不要とされた。当該事例の箇所はトンネル

坑口上方に位置し、切土部分にのり枠が施工され、その

上部の自然斜面からの崩壊に対してポケット式落石防護

網が設置されている。当該事例では対策工が崩壊土砂お

よび倒木を捕捉して道路への流出を防止しており（写真

－5）、結果的に対策工効果の評価が妥当であった事例で

ある。 

図－7 ③の事例（「落石・崩壊」の安定度調査表を使用）

では、調査表の様式に従って切土のり面の部分と隣接す

る自然斜面の部分をそれぞれ評価しており、切土のり面

部分では要因点 53点に対し対策工効果を－20点（かな

り予防または防護している）として総合点33点、自然斜

面の部分では要因点 51点に対して対策工効果を－20点

（かなり予防または防護している）として総合点31点と

しており、結果的にカルテ対応とされた。また、その後

のカルテ点検では小崩壊・土砂堆積といった変状の進行

が記録されている。既往対策工は落石防護柵と覆式落石

防護網である。これらの既往対策工はカルテ点検で記録

された上記の変状に対しては効果があると評価されたが、

実際の災害形態は豪雨により既往対策工が想定している

と考えられる規模を大きく越える崩壊であった（写真－

6）ことから、対策工効果の評価に係る崩壊規模の想定に

課題が残る。 

 これらの事例に見られるように、対策工が道路の被災

を防止できた事例と防止できなかった事例があり、対策

工効果の評価、とりわけ崩壊規模の想定が課題であるこ

とが示されたといえる。 

(3)落石 

落石 5事例の安定度調査表における評点を図－8に示

す。これらのうち4事例は「落石・崩壊」の安定度調査

表が用いられているが、残り1事例は「岩盤崩壊」の安

定度調査表が用いられている。 

これらの要因点と総合点を比較すると、5事例のうち2

事例は両者が同一であるが、残り3事例は要因点に対し

写真－3 自然斜面崩壊事例 
（図－7 ①の事例 1回目の崩壊） 

写真－4 自然斜面崩壊事例 
（図－7 ①の事例 2回目の崩壊） 

写真－5 自然斜面崩壊事例（図－7 ②の事例） 

写真－6 自然斜面崩壊事例（図－7 ③の事例） 
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て総合点が低くなっている。要因点と総合点が同一のも

の（いずれもカルテ対応）は対策工の効果が低い（対策

がないまたはあまり期待できない）と評価されたもので

ある。要因点に対して総合点が低いもののうち対策不要

の 2事例は対策工の効果を見込んだものである。残り 1

事例（要対策）は対策工の効果を見込んだ上で履歴点と

の比較により、より大きかった履歴点を総合点としたも

のである。 

図－8 ①の事例（「岩盤崩壊」の安定度調査表を使用）

では、要因点 73点に対し対策工効果を－20点（かなり

予防または防護している）として総合点53点としており、

結果的に対策不要とされた。既往対策工は覆式落石防護

網である。落石は落石防護網で覆われた部分が発生源で

あるが、防護網の下部から道路に散乱した（写真－7）こ

とから、対策工効果の評価に課題が残る。 

図－8 ②の事例（「落石・崩壊」の安定度調査表を使用）

では、要因点46点に対し対策工効果を×0点（十分に予

防または防護している）として総合点0点としており、

結果的に対策不要とされた。既往対策工は覆式落石防護

網であり、のり面内の浮石の落下を予防するためにのり

面の上端まで覆うように設置されていた。落石（1 個）

はのり面端部の落石防護網の範囲外で発生したが、この

部分はのり面が低いため発生源の高さも1.2mと低く、路

側の余裕幅も2.6mあり、落石も路側の余裕幅内（のり尻

から1.5mの位置）にとどまっている（写真－8）ことか

ら、結果的に対策工効果の評価が妥当であった事例であ

る。 

これらの事例に見られるように、対策工効果の評価が

妥当であった事例とそうでない事例があり、対策工効果

の評価が課題であることが示されたといえる 

(4)岩盤崩壊 

岩盤崩壊の事例の安定度調査表における評点を図－9

に示す。1事例のみであり、「岩盤崩壊」の安定度調査表

が用いられている。 

当該事例では、要因点77点に対し対策工効果を×0点

（十分に予防または防護している）として総合点0点と

しており、結果的に対策不要とされた。既往対策工はロ

ックシェッドおよび覆式落石防護網である。当該事例で

はこれらの対策工の設置区間の端部の岩盤が崩壊し、ロ

ックシェッドを外れて明かり部の道路に落下した（写真

－9）ことから、対策工効果の評価に係る区間端部の岩盤

の安定性評価に課題が残る。 

(5)地すべり 

地すべりの事例の安定度調査表における評点を図－10

に示す。1 事例のみであるが、安定度調査の対象は地す

べりではなく、「落石・崩壊」の安定度調査表が用いられ

ている。 

図－8 落石における安定度調査評点と 
評価結果の関係（5事例） 

写真－7 落石事例（図－8 ①の事例） 

写真－8 落石事例（図－8 ②の事例） 
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当該事例では、要因点 61 点に対し対策工効果を－20

点（かなり予防または防護している）として総合点 41

点としており、結果的に対策不要とされた。既往対策工

は待ち受け擁壁及び落石防護柵である。これらの既往対

策工は小規模な落石・崩壊に対してはある程度の防護効

果を有すると考えられるが、今回発生した地すべり（写

真－10）に対する抑止効果は有していないと考えられる

ことから、対象とする災害種別と安定度調査表の選定に

課題が残る。 

(6)土石流 

土石流7事例の安定度調査表における評点を図－11に

示す。これらのうち4事例は「土石流」の安定度調査表

が用いられているが、残り3事例は「落石・崩壊」の安

定度調査表が用いられている。「土石流」と「落石・崩壊」

では評点のつけ方にかなりの相違がある。「落石・崩壊」

では100点満点の要因点を算出後、対策工効果による減

点を行い、これを履歴点と比較して大きい方を総合点と

するのに対し、「土石流」の場合は要因点を56点満点で

算出後、対策工効果とのマトリックス表により100点満

点に換算し、その後に道路構造（渓流横断部の流路幅お

よび桁下高さ）の評価による減点を行い、これを履歴点

と比較して大きい方を総合点とする。したがって、図－

11の要因点のうち「土石流」の表によるものは対策工効

果も含んでいる。 

 これらのうち「土石流」の表による4事例の要因点（対

策工効果とのマトリックス表により100点満点に換算後

の点）と総合点を比較すると、4事例のうち 2事例は両

者が同一であるが、残り2事例は要因点に対して総合点

が低くなっている。要因点に対して総合点が低いものは

道路構造による評価を見込んだものである。 

図－11 ①の事例（写真－11）では、換算前の要因点を

26点、対策工効果を「普通」としてマトリックス表によ

図－9 岩盤崩壊における安定度調査評点と 
評価結果の関係（1事例） 

写真－9 岩盤崩壊事例（図－9の事例） 

図－10 地すべりにおける安定度調査評点と 
評価結果の関係（1事例） 

写真－10 地すべり事例（図－10の事例） 
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る換算で 70点とし、道路構造の評価を－20点として総

合点40点としており、結果的にカルテ対応とされた。既

往対策工は渓流出口に設置された重力式擁壁およびスト

ーンガードであり、ある程度の土砂流出防止の効果を有

する。道路構造の評価による減点は流路幅（3～5m）によ

るものであるが、道路下の横断部の流下幅によるべきと

ころを誤って上流の渓流そのものの幅を用いて減点して

いるもので、当該箇所は渡河構造ではないため本来は－

0 点であるべきである。総合評価でカルテ対応とされた

のは渓流内に上流から下流まで堆積物が存在することが

理由とされている。ただしこのような渓流内の堆積物の

存在は、総合評価の段階では考慮できるが要因点の項目

にはなく、点数には反映されない。このような渓流内の

堆積物の状況の評価に課題が残る。 

 一方、「落石・崩壊」の表による3事例の要因点と総合

点を比較すると、両者が同一であるものが1事例、要因

点に対して総合点が低くなっているもの（対策工効果を

見込む）が1事例、要因点に対して総合点が高くなって

いるもの（履歴の存在による）が1事例となっている。 

図－11 ②の事例では、要因点52点に対し対策工効果

を－20点（かなり予防または防護している）として総合

点32点としており、結果的にカルテ対応とされた。既往

対策工は落石防護柵である。これは道路に面したのり面

および自然斜面について主に落石を対象として評価を行

ったものであるが、実際にはさらに上方の斜面から土石

流が発生しており（写真－12）、その発生源となった谷頭

斜面は点検範囲から外れていたことから、安定度調査の

範囲と対象の選定に課題が残る。 

図－11 ③の事例（「落石・崩壊」の安定度調査表を使

図－11 土石流における安定度調査評点と 
評価結果の関係（7事例） 

写真－11 土石流事例（図－11 ①の事例） 

写真－12 土石流事例（図－11 ②の事例） 

写真－13 土石流事例（図－11 ③の事例） 
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用）では、要因点が80点、対策工効果が±0点（対策が

なされていないまたは効果があまり期待できない）であ

るのに対して、既往の複数の変状履歴による履歴点 100

点を総合点（要因点と比較して大きい方）とし、結果的

に要対策とされた。要因点は渓流および斜面内の崩壊要

因地形、表土・浮石・転石の状況、変状の状況を十分反

映しているほか、崩壊した場合の道路への流出の可能性

がコメントで指摘されており、実際の災害の状況（写真

－13）とも合っていることから、評価は妥当であったと

考えられる。このことは、「落石・崩壊」の表であっても

安定度調査の対象範囲の選定が適切であれば、土石流に

対しても危険性の評価が可能であることを示している。

土石流の場合は安定度調査箇所のスクリーニングの基準

の1つとして流域面積1ha（0.01km2）以上とされている

が、より面積の小さい渓流からの土石流の発生事例もあ

ることから、そのような渓流について「落石・崩壊」の

表を用いて安定度調査を行うことは土石流に対する評価

にも有効であるといえる。 

(7)路肩・盛土崩壊 

路肩・盛土崩壊3事例の安定度調査表における評点を

図－12に示す。これらのうち2事例は「盛土」の安定度

調査表が用いられているが、残り1事例は「擁壁」の安

定度調査表が用いられている。「盛土」と「擁壁」では評

点のつけ方にかなりの相違がある。「盛土」では要因点を

23点満点で算出後、対策工効果による減点を行い、その

点数に応じて換算表により90点満点に換算し、これを履

歴点と比較して大きい方を総合点とする。「擁壁」では擁

壁周辺要因点（上限 50 点）、擁壁本体要因点（上限 20

点）、履歴点（上限50点）を単純に加算して総合点とす

る。したがって、図－12の要因点については、「土石流」

の表によるものは対策工効果も含んだ換算後の点を表示

し、「擁壁」の表によるものは擁壁周辺要因点と擁壁本体

要因点を加算した点を表示している。 

「盛土」の表による2事例の要因点（90点満点に換算

後の点）と総合点は2事例とも両者が同一である。いず

れの事例も被災の履歴がないためである。 

図－12 ①の事例（写真－14）では、横断配水管につい

て断面が不十分であることと箇所別記録表において呑口

の堆積土砂の必要性が指摘された以外は変状も履歴もな

いことから、結果的に対策不要とされた。点検は春の既

に融雪を過ぎた時期に行われたが、当該事例の災害は融

雪によって発生しており、点検時と状況が異なる。この

ような融雪に対する点検・評価に課題が残る。 

図－12 ②の事例（写真－15）では、のり面に流水跡お

図－12 路肩・盛土崩壊における安定度調査評点と 
評価結果の関係（3事例） 

写真－14 路肩・盛土崩壊事例（図－12 ①の事例） 

写真－15 路肩・盛土崩壊事例（図－12 ②の事例） 
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よび補修跡が見られることが要因点に反映され、結果的

にカルテ対応とされた。ただし、当該事例の崩壊は横断

排水管の呑口の閉塞によって溢れた水が路肩から流下し

て発生したものであるが、点検当時には横断配水管につ

いての指摘はなく、その後のカルテ点検の着目すべき項

目にも入っていないことから、このような排水状況の不

具合に対する点検・評価に課題が残る。 

 「擁壁」の表による1事例（図－12 ③の事例）では、

要因点に対して総合点が高くなっており、結果的にカル

テ対応とされた。要因点と総合点の差は履歴点であり、

当該事例では擁壁本体および路面に変状があることを反

映していることから、履歴による評価が重要であるとい

える。ただし、当該事例の災害形態は擁壁前面地盤が崩

壊したもので（写真－16）、その部分の安定性は「擁壁」

の表では評価されないため、安定度調査の対象および範

囲の選定に課題が残る。 

3．3  対策工の効果 

 44事例のうち既往対策工があった 25事例について、

対策工の効果を確認すると、崩壊土砂等が対策工で捕捉

され道路への流出が防止できた事例が2事例であったの

に対し、崩壊土砂等を対策工で捕捉しきれず道路へ到達

した事例は23事例であった。この23事例のうち、18事

例は対策工が想定していた事例と実際の災害の形態や規

模が異なっていたものであり、残りの5事例は対策高の

範囲を外れた区間端部ないし直上部で発生したものであ

る。これらのことからも対策工効果の評価に課題が残る

ことがわかる。 

3．4  安定度調査結果の特徴と課題のまとめ 

以上のことから安定度調査結果の特徴と課題をまとめ

ると以下のとおりである。 

・「対策不要」「カルテ対応」と評価された箇所でも要因

点の高い箇所が多く存在する。実際に災害が発生して

いる箇所を対象としていることから、災害要因が存在

し要因点が高くなることはある意味当然といえる。 

・対策工効果の評価が総合点（最終の評点）と総合評価

を左右することも多い。また、それらの事例の中には

対策工効果を評価するときの想定と実際の災害形態・

規模等が異なることも多い。 

・したがって、対策工効果の評価に改善の余地がある。

特に対策工効果の前提となる災害の形態・規模をどう

想定するかが重要であり、想定方法の明確化が課題で

ある。 

・「対策不要」「カルテ対応」と評価された箇所の中で要

因点が高い箇所については、災害の形態・規模の想定

をより精緻に行って対策工効果の評価を見直すことで、

見逃し災害の減少を図ることができる可能性がある。 

 

4．まとめ 
現在の道路のり面斜面の安全性評価における課題を明

らかにすることを目的として、これまでに収集した平成

20～23年度の直轄国道斜面災害115事例のうち、過去に

道路防災点検が実施された際の安定度調査表を収集でき

た44事例について、災害発生状況と安定度調査における

評点および総合評価結果の関係について分析を行った。

その結果､3.4に述べたような特徴と課題が明らかになっ

た。 

なお、これらの分析結果は災害が発生した箇所のもの

であるため、今後は災害の発生していない箇所の点検結

果とも比較する必要がある。 

なお、分析に使用した安定度調査表は各地方整備局の

管轄事務所より提供いただいたものであり、感謝する次

第である。 
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In 2014FY, we analyzed the stability investigation sheets of road inspection for disaster prevention at 44 slope 
disaster cases on national roads, to reveal the relationship between the inspection results (scores and judgment 
results) and the occurrence of disasters. Final scores show scattered distribution, but tend to be high at sites of 
judgment “additional countermeasures are needed”, low at sites of judgment “no countermeasures are needed”, and 
middle at sites of judgment “continuous inspection by ‘disaster prevention carte’ are needed”. However, the factor 
scores are not low even at the sites of judgments “no countermeasures are needed” and “continuous inspection by 
‘disaster prevention carte’ are needed”, which shows that disaster factors exist even at these sites. Difference 
between the factor score and the final score is the effect of countermeasures, and estimation of countermeasure 
effect influences the judgment result. Therefore, the estimation method of countermeasure effect is one of the 
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